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改正障害者差別解消法により 
令和６年４月１日～合理的配慮の提供が義務化されました。 
どのようなことが“差別”になるのか学びましょう！ 

 

法テラス東京法律事務所 

常勤弁護士 

若林 亮 氏 (ろう者) 
 

 
 
 
 
 
 

 

１２月８日（日） 

１３：３０～１５：３０ 
 

A：Zoom 参加 

１３：１５～ 入室可能 
 

B：会場参加 

川崎市聴覚障害者 

情報文化センター 

１３：１５～ 受付開始 
 

A：Zoom 参加（定員８０名） 
ＱＲコード・メール（下記の①～⑤を明記）の 

いずれかでお申し込みください 

※FAX での申込みはできません 

 

B：会場参加（定員１０名） 
ＱＲコード・メール（下記の①～⑤を明記）・FAX の 

いずれかでお申し込みください 

定員を超過した場合は抽選とし、１２月３日までに結果を連絡します（市内在住優先） 

 

 

【お申し込み先・問い合わせ先】 川崎市聴覚障害者情報文化センター 

〒２１１－００３７ 川崎市中原区井田三舞町１４－１６ 

ＴＥＬ：０４４－７９８－８８００  ＦＡＸ：０４４－７９８－８８０４ 

メール：ｋａｗａ－ｋｉｋａｋｕ＠ｋａｎａｇａｗａ－ｗａｄ．ｊｐ 

Ｂ： 会 場 参 加   申 し 込 み 用 F A X 

①氏 名 ②障害区分 ③在住地 

 ろう者 中途失聴・難聴者 聞こえる人  

④所属手話サークル(あれば) ⑤必要な情報保障 ⑥FAX番号 

 手話通訳(読み取り通訳) 要約筆記  

令和６年度第３回聴覚障害者福祉講座 ～地域の力を高めるために Part３～ 

障害者差別解消法について学ぼう！ 

申込み 

講師 

場所 

日時 

【締切】 

11月 30日（土） 


